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(57)【要約】
【課題】制動時のロータの変形が抑えられる自転車用ブ
レーキディスクの提供。
【解決手段】自転車用ブレーキディスク１０は、回転軸
心Ｘ回りに回転可能である自転車の車輪のハブへの連結
用に構成された連結部１２および複数のカップリング座
部２４を有するキャリア１４、径方向外側の制動トラッ
ク１５およびキャリア１４のカップリング座部２４と軸
方向に少なくとも部分的に重なり合うことによって連結
領域２５を形成する複数の径方向内側のカップリング座
部１８を有するロータ１３と、を備える。ロータ１３と
キャリア１４とは、連結領域２５で作用する機械的なジ
ョイント２６によって互いに繋げられている。ロータ１
３の少なくとも１つのカップリング座部１８とキャリア
１４のカップリング座部２４との間の、それぞれの連結
領域２５での拘束が、並進自由度を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転軸心（Ｘ）回りに回転可能である自転車の車輪のハブへの連結用に構成された連結
部（１２）、および複数のカップリング座部（２４）を有するキャリア（１４）と、
　径方向外側の制動トラック（１５）、および前記キャリア（１４）の前記カップリング
座部（２４）と軸方向に少なくとも部分的に重なり合うことによって連結領域（２５）を
形成する複数の径方向内側のカップリング座部（１８）を有するロータ（１３）と、
　を備える、自転車用のブレーキディスク（１０）であって、
　前記ロータ（１３）と前記キャリア（１４）とが、前記連結領域（２５）で動作する機
械的なジョイント（２６）によって互いに繋げられており、
　前記ロータ（１３）の少なくとも１つのカップリング座部（１８）と前記キャリア（１
４）のカップリング座部（２４）との間の、それぞれの連結領域（２５）での拘束が、並
進自由度を有する、ブレーキディスク（１０）。
【請求項２】
　請求項１に記載のブレーキディスク（１０）において、前記ロータ（１３）が、前記制
動トラック（１５）から径方向内方に延びる少なくとも１つのカップリングアーム（１８
ａ）を有し、前記ロータ（１３）の少なくとも１つの前記カップリング座部（１８）が、
前記カップリングアーム（１８ａ）の端部に配置されている、ブレーキディスク（１０）
。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のブレーキディスク（１０）において、連結領域（２５）の総
数の１／２を四捨五入した数以上の連結領域（２５）の、前記ロータ（１３）の前記カッ
プリング座部（１８）と前記キャリア（１４）の前記カップリング座部（２４）との間の
拘束が、並進自由度を有する、ブレーキディスク（１０）。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載のブレーキディスク（１０）において、並進自由
度を有する拘束の連結領域（２５）が、並進自由度を有する拘束でない連結領域（２５）
と交互に設けられている、ブレーキディスク（１０）。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載のブレーキディスク（１０）において、並進自由
度を有する前記連結領域（２５）では、前記ロータ（１３）の前記カップリング座部（１
８）および／または前記キャリア（１４）の前記カップリング座部（２４）が、第１の寸
法（Ｄ１）および第２の寸法（Ｄ２）を有しており、前記第１の寸法（Ｄ１）および前記
第２の寸法（Ｄ２）は、第１の基準平面（Ｐ１）上に延在する第１の基準軸心（Ａ１）と
第２の基準軸心（Ａ２）でそれぞれ測定され、前記第２の基準軸心（Ａ２）は前記第１の
基準軸心（Ａ１）と交点（ＡＦ１）で交わり、前記第１の寸法（Ｄ１）は前記第２の寸法
（Ｄ２）よりも大きく、前記並進自由度は前記第１の基準軸心（Ａ１）に沿ったものであ
る、ブレーキディスク（１０）。
【請求項６】
　請求項５に記載のブレーキディスク（１０）において、前記第１の基準軸心（Ａ１）と
前記第２の基準軸心（Ａ２）との前記交点（ＡＦ１）が、前記ロータ（１３）の前記カッ
プリング座部（１８）および／または前記キャリア（１４）の前記カップリング座部（２
４）の幾何学的中心を規定する、ブレーキディスク（１０）。
【請求項７】
　請求項５または６に記載のブレーキディスク（１０）において、前記第１の基準平面（
Ｐ１）が、前記回転軸心（Ｘ）と直交する、ブレーキディスク（１０）。
【請求項８】
　請求項２に従属する場合の請求項５から７のいずれか一項に記載のブレーキディスク（
１０）において、各々のカップリングアーム（１８ａ）が、前記制動トラック（１５）へ
と２つの周方向端点（２２，２３）間に含まれる部位で接続されており、各々の第１の基
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準軸心（Ａ１）が、対応する前記連結領域（２５）を通過し、かつ、前記２つの周方向端
点（２２，２３）を通る基準セグメント（ＳＲ）と交差している、ブレーキディスク（１
０）。
【請求項９】
　請求項２に従属する場合の請求項５から８のいずれか一項に記載のブレーキディスク（
１０）において、各々のカップリングアーム（１８ａ）が、第１の外縁部（２０）および
第２の外縁部（２１）により周方向に画定されており、前記第１の基準軸心（Ａ１）が少
なくとも前記連結領域（２５）で、前記第１の外縁部（２０）と前記第２の外縁部（２１
）との間に含まれる方向と揃っている、ブレーキディスク（１０）。
【請求項１０】
　請求項５から９のいずれか一項に記載のブレーキディスク（１０）において、前記第２
の基準軸心（Ａ２）が、前記第１の基準軸心（Ａ１）と略直交する、ブレーキディスク（
１０）。
【請求項１１】
　請求項５から１０のいずれか一項に記載のブレーキディスク（１０）において、前記第
１の寸法（Ｄ１）が、前記第２の寸法（Ｄ２）よりも少なくとも１．５％大きい、ブレー
キディスク（１０）。
【請求項１２】
　請求項５から１１のいずれか一項に記載のブレーキディスク（１０）において、前記第
１の基準軸心（Ａ１）が、前記第１の基準平面（Ｐ１）と直交し且つ前記回転軸心（Ｘ）
を含む第２の基準平面（Ｐ２）に対して絶対値で０～８０°の角度（ＡＮ）を形成してお
り、当該角度（ＡＮ）は、前記交点（ＡＦ）を基準として径方向外方に測定される、ブレ
ーキディスク（１０）。
【請求項１３】
　請求項５から１２のいずれか一項に記載のブレーキディスク（１０）において、前記ロ
ータ（１３）の前記カップリング座部（１８）および／または前記キャリア（１４）の前
記カップリング座部（２４）が、前記第２の寸法（Ｄ２）以下の直径を持つ基準円周内に
ある、ブレーキディスク（１０）。
【請求項１４】
　請求項５から１３のいずれか一項に記載のブレーキディスク（１０）において、前記ロ
ータ（１３）の前記カップリング座部（１８）および／または前記キャリア（１４）の前
記カップリング座部（２４）が、第１のエッジ（３０）、第２のエッジ（３１）、および
当該第１のエッジ（３０）と当該第２のエッジ（３１）との間にそれぞれ延びる２つの接
合エッジ（３２）により画定されており、前記第１のエッジ（３０）は、前記第２の基準
軸心（Ａ２）を基準として前記第２のエッジ（３１）と鏡像対称であり、前記２つの接合
エッジ（３２）は、前記第１の基準軸心（Ａ１）を基準として互いに鏡像対称である、ブ
レーキディスク（１０）。
【請求項１５】
　請求項１から３または請求項５から１４のうちのいずれか一項に記載のブレーキディス
ク（１０）において、全ての前記連結領域（２５）が、前記ロータ（１３）の前記カップ
リング座部（１８）と前記キャリア（１４）の前記カップリング座部（２４）との間で並
進自由度を有する、ブレーキディスク（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自転車用のブレーキディスクに関する。
　好ましくは、前記自転車は、競走用自転車である。
【背景技術】
【０００２】
　既知のとおり、今日の自転車では、ディスクブレーキを使用することが普及している。
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事実、このようなブレーキは、高い制動力や、顕著な制動感度を可能にする優れたモジュ
ール性を確実にするだけでなく、泥や水により引き起こされる問題に曝され難いことから
、異なる設計の従来からのブレーキよりもしばしば好まれる。
【０００３】
　典型的に、ディスクブレーキは、自転車のフレームに固定されるキャリパーと、車輪の
ハブに取り付けられるブレーキディスクとを備える。上記キャリパーの内部には、２つ又
は４つのブレーキパッドが両側に存在している。上記ブレーキディスクは、これら両側の
パッド間に形成された空間内を回転する。ブレーキレバーを作動させることにより上記パ
ッドは、上記ブレーキディスクに近付けられて当該ブレーキディスク上で摩擦を引き起こ
す結果、車輪を制動する。
【０００４】
　上記ブレーキディスクは、上記ブレーキパッドと協働するように構成された制動トラッ
ク、および上記ハブとの中央のカップリング部を有する。
　上記ブレーキディスクは、単一物として形成されていることもあれば、２つの部品で形
成されていることもある。
　後者の場合には、上記制動トラックを含むロータが、上記ハブとの上記中央のカップリ
ング部とは物理的に別体であり、かつ、当該中央のカップリング部と連結されることで、
２つの部品が互いに固定連結されるようになっている。
【０００５】
　上記ロータは、例えば鋼等のような、良好な制動特性を確実にする材料からなり、上記
ハブとの上記中央のカップリング部（「キャリア」とも称される）は典型的に、例えばア
ルミニウム、軽合金等のような、上記ブレーキディスクの総重量を抑えるためのより軽量
の材料からなる。
　上記ロータは、通常、上記制動トラックとの一体品であり且つ当該制動トラックの径方
向内側に延在する、上記キャリアへの複数の連結アームを有している。
【０００６】
　上記キャリアには、上記ロータの上記連結アームを受ける複数の連結座部が備え付けら
れている。
　上記キャリアの上記連結座部と上記ロータの上記連結アームとの連結は、これらロータ
およびキャリアが、実質的に同一平面上にありながら直接には接触しないように行われ得
る。これらロータおよびキャリアは、リベットなどで互いに繋げられる。当該リベットな
どは、これらロータおよびキャリアを径方向に繋げるだけでなく、これら２つの部品を同
一平面上に維持する役割も果たす。
【０００７】
　「フローティング(floating)型」とも称されるこの種のカップリングは、制動時の上記
制動トラックの昇温後に上記ロータを構成する材料と上記キャリアを構成する材料との２
種類の材料の相異なる熱膨張係数が原因となって、これらキャリアとロータとの間に機械
的張力が発生するのを防ぐ。
　フローティング型カップリングのブレーキディスクには、上記ロータが上記キャリアに
対して軸方向に動くということが（特に、当該ロータの厚さと当該キャリアの厚さとが互
いに異なるときに）起こり得るという短所がある。このような短所を抑えるために、しば
しば連結アーム及び連結座部が多数設けられることがあるが、これは上記ブレーキディス
クの重量を増加させる。
【０００８】
　上記ブレーキディスクの上記２つの部品は、これらロータの上記連結アームとキャリア
の上記連結座部との間で重なり合い領域が生じるように互いに連結される場合もあり、い
わゆる非フローティング型カップリングを形成する。
　この場合には、リベットなどが、上記連結アームに及び上記連結座部に形成された互い
に重なり合う孔へと、上記ロータ及び上記キャリアを軸方向に互いにロックするように且
つ上記連結座部に対する上記連結アームの並進を阻止するように挿入される。さらに、ロ
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ータとキャリアとの上記重なり合い領域により、上記ブレーキディスク全体の構造的連続
性及び軸方向安定性が確保される。
【０００９】
　非フローティング型のブレーキディスクはフローティング型の解決手段と比べて、同じ
材料及びサイズであってもカップリングアーム及びカップリング座部の数が少なくて済む
ので、フローティング型のブレーキディスクよりも軽量となり、自転車の総重量を抑える
のに好まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本出願人は、非フローティング型のブレーキディスクでは、上記制動トラックが制動時
に変形に曝されることを見出した。
　具体的に述べると、本出願人は、制動時にブレーキパッドと制動トラックとの間に発生
する熱[当該熱は、６００～８００ワットの加熱量（heat power）に到達し及び上回り得
る]によって当該制動トラックが、当該制動トラックの延在平面外への弾性変形を生じる
ことを見出した。
【００１１】
　本出願人の経験によれば、このような弾性変形は２種類ある。第１の種類の変形は、上
記制動トラック全体を変形させて、当該制動トラックを当該制動トラックの平面外へと軸
方向に撓ませる傾向を示す変形であり、第２の種類の変形は、制動トラックのうちの２つ
の連結アーム間に延在する部分に関係し、制動トラックのうちのこれらの部分を正弦波形
状(sinusoidal shape)にさせる傾向を示す変形である。
　本出願人は、このような弾性変形が通常、上記制動トラックの温度が下がれば（典型的
には、制動動作の終了時で自転車が数メートル走行した後に）消失し、これによって当該
制動トラックが変形前の状態に戻ることを見出した。
【００１２】
　前述した第１の種類の弾性変形は、制動後まだ消失していないあいだ上記制動トラック
を上記ブレーキパッドに対して軸方向にずらすことになり、結果として当該制動トラック
がブレーキパッドで滑りを生じる。
　前述した第２の種類の弾性変形は、制動後まだ消失していないあいだ上記制動トラック
に、一方のブレーキパッドと他方のブレーキパッドとで交互に滑りを生じさせることにな
る。
　いずれの場合も、上記制動トラックの上記弾性変形は、運転者のパフォーマンスを低下
させるだけでなく、上記ブレーキパッドの異常な消費を引き起こしかねない。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　したがって、本発明は、回転軸心回りに回転可能である自転車の車輪のハブへの連結用
に構成された連結部、および複数のカップリング座部を有するキャリアと、
　径方向外側の制動トラック、および前記キャリアの前記カップリング座部と軸方向に少
なくとも部分的に重なり合うことによって連結領域を形成する複数の径方向内側のカップ
リング座部を有するロータと、
　を備える、自転車用のブレーキディスクであって、
　前記ロータと前記キャリアとが、前記連結領域で動作（active）する機械的なジョイン
トによって互いに繋げられており、
　前記ロータの少なくとも１つのカップリング座部と前記キャリアのカップリング座部と
の間の、それぞれの連結領域での拘束が、並進自由度を有する、ブレーキディスクに関す
る。
【００１４】
　「並進自由度（degree of translational freedom）」という用語は、直線方向に沿っ
た運動を妨げない運動学的拘束（kinematic constraint)のことを意味する。
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　「回転自由度」という用語は、ある軸心回りの回転を妨げない運動学的拘束のことを意
味する。
　「幾何学的中心」という用語は、周囲(perimeter)の内側にある点であって、このよう
な周囲と同じ形状の底面を有する直角柱(right prism)の質量中心（重心）に相当する点
のことを意味する。
　「軸方向」という用語は、前記ブレーキディスクの回転軸心（自転車の前記車輪の回転
軸心と略合致する）と略合致するか又は当該回転軸心と略平行な方向を指し、「径方向」
などの用語は、前記ブレーキディスクの回転軸心と略直交し且つこのような回転軸心が通
る平面上に延在する方向を指す。
　「径方向内側（径方向内方）」及び「径方向外側（径方向外方）」という用語は、前記
ブレーキディスクの回転軸心により近い位置、前記ブレーキディスクの回転軸心からより
遠い位置のことをそれぞれ意味する。
　「周方向」という用語は、前記ブレーキディスクの回転方向に沿った方向のことを意味
する。
【００１５】
　前記ロータの少なくとも１つのカップリング座部と前記キャリアのうちの対応するカッ
プリング座部との間の拘束にある程度の並進自由（a degree of translational freedom
）を付与することにより、これら２つのカップリング座部が互いに並進することが可能と
なる。
　本出願人は、これにより前記ロータの前記カップリング座部が前記キャリアの前記カッ
プリング座部に対してこれら２つのカップリング座部間の拘束がある程度の並進自由を有
している方向に沿って並進することにより、（前記制動トラックの昇温により発生した）
前記ロータ内部のテンションを緩和できると考える。
　本出願人は、これが、前記ロータを変形させる傾向を示す当該ロータの弾性（及び塑性
）変形を防ぐか又は少なくとも制限すると考える。
　これは、制動動作の終了時に前記制動トラックがブレーキパッドで不所望のスライドを
生じることを防ぐか又は少なくとも減少させる。
　本発明にかかる自転車用のブレーキディスクは、少なくとも１つの下記の好適な構成を
単独で又は組合せとして備えるものとされてもよい。
【００１６】
　好ましくは、連結領域の総数の１／２を四捨五入した(equal to half, rounded up or 
down, of the total number)数以上の連結領域の、前記ロータの前記カップリング座部と
前記キャリアのうちの対応する前記カップリング座部との間の拘束が、並進自由度を有す
る。
　これにより、制動時に前記ロータ内部に発生したテンション（又ストレス）が多くの領
域で放出されて、ブレーキパッドに対する不所望のスライドを招く前記制動トラックの弾
性変形をなおいっそう減少させることができる。
　好ましくは、ある程度の並進自由度を有する拘束の前記連結領域が、並進自由度を有す
る拘束を持たない連結領域と交互に設けられている。
【００１７】
　変形例として、全ての前記連結領域が、前記ロータの前記カップリング座部と前記キャ
リアの前記カップリング座部との間で並進自由度を有する。
　好ましくは、並進自由度の拘束を有する少なくとも２つの前記連結領域が周方向に連続
している。
【００１８】
　好ましくは、並進自由度を有する前記連結領域では、前記ロータの前記カップリング座
部および／または前記キャリアの前記カップリング座部が、第１の寸法（dimension）お
よび第２の寸法を有しており、前記第１の寸法および前記第２の寸法は、第１の基準平面
上に延在する第１の基準軸心と第２の基準軸心でそれぞれ測定され、前記第２の基準軸心
は前記第１の基準軸心と交点で交わり、前記第１の寸法は前記第２の寸法よりも大きい。
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【００１９】
　好ましくは、前記第１の基準軸心と前記第２の基準軸心との前記交点は、前記ロータの
前記カップリング座部および／または前記キャリアの前記カップリング座部の幾何学的中
心を規定する。
　好ましくは、前記並進自由度は、前記第１の基準軸心に沿ったものである。
　つまり、前記ロータの前記カップリング座部と前記キャリアの前記カップリング座部と
が、前記第１の基準軸心に沿って相互に移動可能となる。
【００２０】
　好ましくは、前記第１の寸法は、前記第２の寸法よりも少なくとも１．５％大きい。
　このような量は、前記ロータの前記カップリング座部が前記キャリアの前記カップリン
グ座部に対して前記第１の基準軸心に沿って移動可能な最小量（絶対値）を規定している
。
【００２１】
　好ましくは、前記第１の基準平面は、前記回転軸心と直交する。
　つまり、前記ロータの前記カップリング座部と前記キャリアの前記カップリング座部と
が、前記回転軸心と直交する方向に沿って相互に移動可能となる。
【００２２】
　好ましくは、前記第２の基準軸心は、前記第１の基準軸心と略直交する。
　好ましくは、前記第１の基準軸心は、前記第１の基準平面と直交し且つ前記回転軸心を
含む第２の基準平面に対して絶対値で０～８０°の角度を形成しており、当該角度は、前
記交点を基準として径方向外方に測定される。
【００２３】
　本出願人は、前記第１の基準軸心を適切に選択することにより、すなわち、前記ロータ
の前記カップリング座部が前記キャリアの前記カップリング座部に対して並進可能となる
方向を適切に選択することにより、前記並進自由度によりもたらされる効果を最大限に高
められることを見出した。
【００２４】
　具体的に述べると、本出願人は、このような方向を制動時の前記ロータと前記キャリア
との間での力伝達方向と出来る限り揃うように選択することにより、前記制動トラックの
変形が最小限になることを見出した。
　ロータとキャリアとの間での力伝達方向は、通常、前記第１の基準軸心と前記第２の基
準平面との間に形成される前述した角度範囲内に含まれる。
　好ましくは、どの２つの第１の基準軸心も、互いに直交しない。
【００２５】
　この構成によれば、全ての前記連結領域にある程度の並進自由を有する拘束が付与され
ているとき、前記ロータの前記カップリング座部が前記キャリアのうちの対応する前記カ
ップリング座部に対して前記制動トラックと共に剛体並進（translate rigidly）するこ
とができ、当該制動トラックが変形することなく（又は少し変形するだけで）内部のテン
ションを放出することが可能になる。
【００２６】
　変形例では、少なくとも２つの第１の基準軸心が、互いに直交する。
　この場合には、前記ロータの前記カップリング座部が前記キャリアのうちの対応する前
記カップリング座部に対して前記制動トラックと共に剛体並進することができない。
　本出願人は、これが、前記制動トラックの弾性変形を必ずしも引き起こさないことを見
出した。というのも、（前記制動トラックの昇温により発生した）前記ロータ内部の応力
によって当該ロータの前記カップリング座部が伸長することで、当該ロータの当該カップ
リング座部がいずれにせよ前記キャリアの前記カップリング座部に対して並進し、これに
よって前記ロータ内部の応力が、前記制動トラックを変形させることなく（又は少し変形
させるだけで）放出されるからである。
【００２７】
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　好ましくは、前記ロータの前記カップリング座部および／または前記キャリアの前記カ
ップリング座部は、前記第２の寸法以下の直径を持つ基準円周(reference circumference
)内である。
　これにより、例えば略円筒状の軸部を有するリベット等のような機械的なジョイントを
使用することが可能になる。
【００２８】
　好ましくは、前記ロータの前記カップリング座部および／または前記キャリアの前記カ
ップリング座部は、第１のエッジ、第２のエッジ、および当該第１のエッジと当該第２の
エッジとの間にそれぞれ延びる２つの接合エッジにより画定されており、前記第１のエッ
ジは、前記第２の基準軸心を基準として前記第２のエッジと鏡像対称であり、前記２つの
接合エッジは、前記第１の基準軸心を基準として互いに鏡像対称である。
　これにより、前記ロータの前記カップリング座部および／または前記キャリアの前記カ
ップリング座部は、軸対称な形状に従って形成されることができる。
【００２９】
　好ましくは、前記２つの接合エッジの、前記第１の基準軸心への投影に沿って測定され
る長さが、前記第２の寸法の少なくとも１．５％である。
　つまり、前記２つの接合エッジが、前記第１の距離の広がりを前記第２の距離よりも大
きいものにしている。
　好ましくは、前記第１のエッジは、半円形状を有している。
　これにより、前記キャリアの前記カップリング座部および／または前記ロータの前記カ
ップリング座部が、略楕円形状を呈する。
【００３０】
　好ましくは、前記ロータの前記カップリング座部および／または前記キャリアの前記カ
ップリング座部は、前記機械的なジョイントを受け入れるように構成された貫通孔を有し
ているか又は当該貫通孔により形成されている。
　好ましくは、前記貫通孔の前記第１の寸法が、前記第２の寸法よりも大きい。
　上記のように前記第１の寸法が前記第２の寸法よりも大きい前記貫通孔と前記機械的な
ジョイントとの組合せが、前記ロータの前記カップリング座部と前記キャリアの前記カッ
プリング座部との間の、並進自由度を有する拘束の一例をなす。
【００３１】
　事実、前記貫通孔は、前記機械的なジョイントに対して前記第１の基準軸心に沿って（
すなわち、当該貫通孔が前記第１の寸法を有する方向に）スライドすることができる。
　好ましくは、並進自由度を有する各々の連結領域では、前記ロータの前記カップリング
座部及び前記キャリアの前記カップリング座部のうちの前記貫通孔を有さないほうが、当
該貫通孔と重なり合う連結用孔を有しており、当該連結用孔は前記貫通孔の前記第１の寸
法未満の直径を有する基準円周を当該連結用孔内に有することができる。
　すなわち、前記ロータの前記カップリング座部が前記貫通孔を有するときには、前記キ
ャリアの前記カップリング座部が前記連結用孔を有する。変形例として、前記キャリアの
前記カップリング座部が前記貫通孔を有するときには、前記ロータの前記カップリング座
部が前記連結用孔を有する。
【００３２】
　好ましくは、前記連結用孔の前記基準円周の半径は、前記貫通孔内の基準円周の半径と
同じである。
　好ましくは、前記貫通孔は、前記ロータの前記カップリング座部に形成（formed）され
ているか又は当該カップリング座部により形成(defined)されている。
【００３３】
　好ましくは、前記機械的なジョイントは、前記貫通孔と前記連結用孔とに挿入されたリ
ベットである。当該リベットは、前記貫通孔を画定する縁部全体に接触しているのではな
い。これにより、リベットと貫通孔との組合せが、並進自由度を有する前記拘束を形成す
ることができる。
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　好ましくは、前記ロータの少なくとも１つのカップリング座部と前記キャリアのカップ
リング座部との、それぞれの連結領域での前記拘束は、さらに、回転自由度も有する。
　好ましくは、前記回転自由度は、基準平面（当該基準平面上での並進自由度を、前記拘
束の延在方向が有する）と直交する軸心回りの回転自由度である。
【００３４】
　この構成によれば、このような軸心回りのトルクが、前記ロータの前記カップリング座
部と前記キャリアの前記カップリング座部との間で伝わることができない。
　好ましくは、前記ロータは、前記制動トラックから径方向内方に延びる少なくとも１つ
のカップリングアームを有し、前記ロータの少なくとも１つの前記カップリング座部が、
当該カップリングアームの端部に配置されている。
【００３５】
　好ましくは、各々のカップリングアームは前記制動トラックへと当該制動トラックのう
ちの、２つの周方向端点間に含まれる部位で接続されており、各々の第１の基準軸心が、
それぞれの前記連結領域を通過し、かつ、前記２つの周方向端点を通る基準セグメントと
交差している。
【００３６】
　本出願人は、少なくとも一部の実施形態におけるロータとキャリアとの間での力伝達方
向が、前記基準セグメントと交差して且つ前記連結領域を通過することを見出した。
　好ましくは、各々のカップリングアームは、第１の外縁部および第２の外縁部により周
方向に画定されており、前記第１の基準軸心が少なくとも前記連結領域で、前記第１の外
縁部と前記第２の外縁部との間に含まれる方向と揃っている。
【００３７】
　本発明のさらなる特徴および利点は、添付の図面を参照しながら行う、本発明の好適な
実施形態についての説明から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明にかかる自転車用のブレーキディスクの斜視図である。
【図２】図１のブレーキディスクの正面図である。
【図３】図１のブレーキディスクの側面図である。
【図４】図１のブレーキディスクの細部の拡大図である。
【図５】図１のブレーキディスクのさらなる細部の拡大図である。
【図６】図５の細部の、平面ＶＩ－ＶＩに沿った断面図である。
【図７】図１のブレーキディスクの一変形例における細部の拡大図である。
【図８】図１のブレーキディスクに、本発明をより理解するのに役立つ幾つかの軸心及び
基準平面を追記した図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　添付の図面を参照する。参照符号１０は、本発明にかかる自転車用のブレーキディスク
の全体を指す。
　ブレーキディスク１０は、自転車の車輪のハブ（図示せず）へと、ブレーキキャリパー
のブレーキパッド１００，１００（図２に概略的に示す）間で取り付けられるように構成
されている。
【００４０】
　ブレーキディスク１０は、両側のブレーキパッド１００，１００間に形成された空間内
で回転軸心Ｘ回りに自由に回転し、ブレーキレバー（図示せず）を作動させることによっ
てブレーキパッド１００が、ブレーキディスク１０に向かって動かされて当該ブレーキデ
ィスク１０上で摩擦を引き起こす結果、車輪を制動する。
【００４１】
　ブレーキディスク１０は前記車輪の前記ハブへと、例えば（添付の図面に示す実施形態
のように）当該ハブのうちの溝付き表面と合致する溝付き表面１２を有する中央孔１１、
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当該ブレーキディスク１０を前記ハブへと軸方向に且つ回転固定で拘束するねじ又はボル
ト等の周知の様式によってカップリングされることが可能である。
【００４２】
　ブレーキディスク１０は、ロータ１３およびキャリア１４を備える。キャリア１４は、
ブレーキディスクのうちの、前記車輪の前記ハブに回転固定で拘束されるように意図され
た部位であり、ロータ１３は、ブレーキディスクのうちの、ブレーキパッド１００と接触
するように意図された部位である。
　キャリア１４は好ましくはアルミニウム又はアルミニウム合金からなり、ロータ１３は
好ましくは鋼からなる。
　ロータ１３は、径方向外側の位置に配置されてブレーキパッド１００，１００間で回転
するように構成された制動トラック１５を有する。
【００４３】
　制動トラック１５は、略環状の広がりを有し、かつ、（添付の図面に示す例のように）
円環形状を呈し得るか又はいわゆるデイジーホイール（daisy-wheel）形制動トラックを
形成するように波形状もしくは多葉形状(undulating or multi-lobed shape)を呈し得る
。いずれにせよ、制動トラック１５の具体的な形状にかかわらず、当該制動トラック１５
内にはブレーキパッド１００と触れるような直径を持つ制動円周１６（図３に示す）が存
在し得る。
【００４４】
　制動トラック１５には、制動時に当該制動トラック１５で生じた熱の一部を放散する目
的を持つ長手状の貫通スリット１７が複数設けられ得る。
　ロータ１３は、制動トラック１５の径方向内側に配置されて当該ロータ１３をキャリア
１４へと連結する機能を持つ複数のカップリング座部１８を有する。
　好ましくは、カップリング座部１８は、制動トラック１５との一体品として形成されて
いる。
【００４５】
　各々のカップリング座部１８は、制動トラック１５から径方向内方に延びるカップリン
グアーム１８ａの端部に形成されている。
　カップリングアーム１８ａは、（添付の図面に示す実施形態のように）少なくとも１つ
の重量軽減のための貫通開口１９を有し得る。
　各々のカップリングアーム１８ａは第１の外縁部２０および第２の外縁部２１により周
方向に画定されており、これら第１の外縁部２０と第２の外縁部２１との間に、前述した
軽量化用の貫通開口１９が少なくとも１つ設けられ得る。
【００４６】
　第１の外縁部２０および第２の外縁部２１は、互いに平行であり得て（あるいは、より
好ましくは平行でない）、かつ、直線状もしくは曲線状の広がりまたは直線状の部分と曲
線状の部分とにより与えられる広がりを有し得る。
　いずれにせよ、カップリングアーム１８ａは、制動トラック１５へと接続する第１およ
び第２の周方向端点２２，２３を有している。
【００４７】
　図３に示すように、第１および第２の周方向端点２２，２３は、カップリングアーム１
８ａのうちの径方向外側の位置に配置されている。
　これら２つの端点２２，２３は、カップリングアーム１８ａが制動トラック１５へと接
続する点のうちの、周方向に互いに最も離れた点によって形成されている。
　カップリングアーム１８ａが制動トラック１５へと（添付の図面の実施形態のように）
連続しているときには、そのような端点２２，２３が、当該制動トラックの径方向内側縁
部１５ａとカップリングアーム１８ａとの接点により特定される。
　いずれにせよ、端点２２，２３は、制動トラック１５の径方向内側縁部１５ａを通る理
想的な円周とカップリングアーム１８ａとの交点により形成される。
　制動トラック１５の径方向内側縁部が円周と揃うものでない場合には、上記のような理
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想的な円周が、制動トラック１５の当該径方向内側縁部１５ａのうちの径方向最外側の点
を通る円周により与えられる。
【００４８】
　キャリア１４は、ロータ１３のカップリング座部１８を受けて当該ロータ１３と当該キ
ャリア１４との間の連結領域２５を形成するための複数のカップリング座部２４を有する
。
　連結領域２５では、ロータ１３のカップリング座部１８が、キャリア１４のカップリン
グ座部２４と軸方向に重なり合って当該カップリング座部２４に直接接触することにより
、非フローティング型の連結部を形成している。
　各々のカップリングアーム１８ａは、当該カップリングアーム１８ａがキャリア１４の
うちの対応するカップリング座部２４と連結される各々の連結領域２５と、第１の外縁部
２０と、第２の外縁部２１との間で特定される。
【００４９】
　添付の図面に示す実施形態では、連結領域２５、キャリア１４のカップリング座部２４
およびロータ１３のカップリング座部１８が、周方向に等間隔で７つ設けられている。
　ロータ１３のカップリング座部１８とキャリア１４のカップリング座部２４とを軸方向
に互いに拘束するために、機械的なジョイント２６（好ましくは、リベット）が設けられ
ている。
【００５０】
　少なくとも１つの連結領域２５でのロータ１３のカップリング座部１８とキャリア１４
のうちのそれぞれのカップリング座部２４との間の拘束は、並進自由度を有する。
　言い換えれば、ロータ１３のカップリング座部１８とキャリア１４のカップリング座部
２４との相互の並進が妨げられない第１の基準軸心Ａ１（図８）が存在する。
　このような第１の基準軸心Ａ１は、ブレーキディスク１０の回転軸心Ｘと直交する第１
の基準平面Ｐ１上に延在する（図８）。なお、第１の基準平面Ｐ１は、制動トラック１５
の延在平面と合致するか又は当該延在平面と平行である。
　このような連結領域２５では、ロータ１３のカップリング座部１８とキャリア１４のカ
ップリング座部２４との間の拘束が、さらに、ブレーキディスク１０の前記回転軸心と平
行な回転軸心ＡＲ１回りの回転自由度を有する。
【００５１】
　キャリア１４のカップリング座部２４に対するロータ１３のカップリング座部１８のそ
れ以外の運動は、全て阻止されている。
　具体的に述べると、回転軸心ＡＲ１に沿った並進が、ロータ１３のカップリング座部１
８とキャリア１４のカップリング座部２４との相互の接触により、および、機械的なジョ
イント２６により妨げられている。
【００５２】
　第１の基準平面Ｐ１に含まれていて且つ第１の基準軸心Ａ１と直交する第２の基準軸心
Ａ２に沿った並進は、機械的なジョイント２６により妨げられている。
　第１の基準軸心Ａ１回りの回転は、機械的なジョイント２６により妨げられている。
　第２の基準軸心Ａ２回りの回転は、機械的なジョイント２６により妨げられている。
【００５３】
　図８に示すように、第１の基準軸心Ａ１は連結領域２５を通過し、かつ、第１および第
２の周方向端点２２，２３を通る基準セグメントＳＲと交差している。
　図８に描かれているように、第１の基準軸心Ａ１は、連結領域２５でカップリングアー
ム１８ａのうちの第１の外縁部２０と第２の外縁部２１との間に含まれている。
　第１の基準軸心Ａ１は、第１の基準平面Ｐ１と直交し且つ回転軸心Ｘを含む第２の基準
平面Ｐ２に対して絶対値で０～８０°の角度ＡＮを形成している。図８に示すように、こ
のような角度ＡＮは径方向外方に測定される。
　好ましくは、角度ＡＮは、絶対値で０～６０°である。
【００５４】
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　添付の図面に示す実施形態のような一部の実施形態では、第１の基準軸Ａ１がカップリ
ングアーム１８ａの径方向広がり全体にわたって、第１の外縁部２０と第２の外縁部２１
との間に含まれている。
　本発明の好適な実施形態では、これまで１つの連結領域２５に関して説明したことが、
全ての連結領域２５に当てはまる。
　つまり、本発明の好適な実施形態では、全ての連結領域２５でのロータ１３のカップリ
ング座部１８とキャリア１４のうちの対応するカップリング座部２４との間の拘束が、各
々の基準軸Ａ１を基準にした並進自由度を有する。
【００５５】
　図８に示すように、全ての基準軸Ａ１が同じ第１の基準平面Ｐ１上に延在し、少なくと
も２つの基準軸Ａ１が互いに平行でない。
　各々の連結領域２５での並進自由度により、それぞれの第１の基準軸Ａ１に沿ってロー
タ１３のカップリング座部１８とキャリア１４のうちの対応するカップリング座部２４と
が相互に変位可能となっている。
【００５６】
　カップリングアーム１８ａは、２つの第１の基準軸Ａ１が互いに完全に直交しないよう
に形作られ得る。
　この構成では、ロータ１３がキャリア１４に対して第１の基準平面Ｐ１に沿って剛体移
動（move rigidly）することができる。
【００５７】
　変形例として、カップリングアーム１８ａは、少なくとも２つの第１の基準軸Ａ１が互
いに完全に直交するように形状決めされてもよい。
　この構成では、ロータ１３がキャリア１４に対して剛体移動することができない。とい
うのも、２つある第１の基準軸心のうちの一方の第１の基準軸に沿ったロータ１３の剛体
移動が、それら２つある第１の基準軸のうちの当該一方の第１の基準軸と直交する他方の
第１の基準軸により与えられる並進拘束(constraint to translation)によって阻止され
るからである。
【００５８】
　本発明の好適な実施形態では、各々のカップリングアーム１８ａの、軸方向に測定され
る厚さが一定であり且つ好ましくは制動トラック１５の厚さに等しい。
　キャリア１４の軸方向における厚さは、好ましくは前記中央孔部の前記溝１２で最大と
なり、かつ、図２に示すようにカップリング座部２４の箇所で減少する。
【００５９】
　具体的に述べると、各々のカップリング座部２４は、図４に分かり易く示すようにキャ
リア１４のうちの径方向外側の部位２７に形成されている。径方向外側の部位２７の、軸
方向における厚さは、好ましくはロータ１３のカップリング座部１８の厚さに等しい量ぶ
ん減少している。
【００６０】
　ショルダー部２８が、径方向外側の部位２７を径方向内方で画定している。本発明の好
適な実施形態では、ショルダー部２８の形状がアーチ状である。
　径方向外側の部位２７は、ロータ１３のカップリング座部１８を、具体的にはロータ１
３のうちのカップリング座部１８が形成されている端部部位１８ｂを、軸方向の当接で受
けるように構成されている。
　なお、カップリング座部１８（具体的には、端部部位１８ａ）は、径方向外側の部位２
７のショルダー部２８に接触しない。具体的に述べると、端部部位１８ｂは、ショルダー
部２８から所定の量ぶん離間している。
【００６１】
　図４に示すように、前記キャリアのカップリング座部２４は、貫通孔２９を有している
か又は当該貫通孔２９により形成されている。貫通孔２９は、孔軸ＡＦを有し、かつ、当
該孔の幾何学的中心を通過している。孔軸ＡＦは、ロータ１３のカップリング座部１８と
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キャリア１４のカップリング座部２４とが回転自由度を有する回転軸心ＡＲ１と（図８に
示すように）合致する。
【００６２】
　以下では、貫通孔２９の構成について定義するが、これらの構成は、キャリア１４のカ
ップリング座部２４が当該貫通孔２９により形成されている場合には、キャリア１４のカ
ップリング座部２４の構成であるとして直接言及することができる。
　貫通孔２９は、リベット２６を受け入れるように構成されている。
【００６３】
　貫通孔２９は、第１の基準軸心Ａ１に沿って測定される第１の寸法Ｄ１および第２の基
準軸心Ａ２に沿って測定される第２の寸法Ｄ２を有している。第２の基準軸心Ａ２は、前
記第１の基準平面に含まれていて、かつ、第１の基準軸心Ａ１と直交し、かつ、孔軸ＡＦ
と交わる。
　第１の基準軸心Ａ１も、孔軸ＡＦと交わる。
　なお、孔軸ＡＦは、さらに、第１の基準軸心Ａ１と第２の基準軸心Ａ２との交点ＡＦ１
とも合致する。
　第２の寸法Ｄ２は、（既にコーキング済みの）リベット２６の軸部２６ａの、第２の基
準軸心Ａ２に沿った寸法に略等しい。
【００６４】
　貫通孔２９には、第２の寸法Ｄ２に等しい直径を有する基準円周が存在し得る。
　第１の寸法Ｄ１は、第２の寸法Ｄ２よりも大きい。
　具体的に述べると、第１の寸法Ｄ１は、第２の寸法Ｄ２よりも少なくとも１．５％（１
．５％以上）大きい。
　好ましくは、第１の寸法Ｄ１は、第２の寸法Ｄ２よりも少なくとも３％（３％以上）大
きい。
　好ましくは、第１の寸法Ｄ１は、第２の寸法Ｄ２の１２０％未満である。
　より好ましくは、前記第１の寸法は、第２の寸法Ｄ２の約１０５％である。
　一例として、直径が１６０ミリメートルのブレーキディスクは、第２の寸法Ｄ２が６．
０５ミリメートルで且つ第１の寸法Ｄ１が６．３５ミリメートルの貫通孔を有する。
　好ましくは、貫通孔２９は、レギュラー形状を有する。
【００６５】
　本発明の好適な実施形態では、貫通孔２９が、第２の基準軸心Ａ２を基準として互いに
対称な、半円形状の第１のエッジ３０及び第２のエッジ３１を有している（図４を参照）
。
　第１のエッジ３０と第２のエッジ３１とは、第１の基準軸心Ａ１を基準として互いに対
称な、２つの接合エッジ（joining edge）３２によって互いに繋がっている。
　好ましくは、２つの接合エッジ３２は、略楕円形状の貫通孔（elliptical through hol
e）２９を形成するようにアーチ状の広がりを有している。
　なお、２つの接合エッジ３２の、第１の基準軸心Ａ１に沿って測定される広がりＢ１が
、第１の寸法Ｄ１と第２の寸法Ｄ２との差分を決める。
　図４に示す実施形態では、第１の寸法Ｄ１が貫通孔２９の楕円形状の長軸に合致し、第
２の寸法Ｄ２が短軸に合致する。
【００６６】
　リベット２６が貫通孔２９に挿入されてコーキングされたとき、当該リベット２６の軸
部２６ａは、貫通孔２９の全てのエッジ３０，３１，３２に接触しているわけではない。
　具体的に述べると、リベット２６は、第１のエッジ３０の及び第２のエッジ３１の広が
り全体に接触しているわけではない。
　ロータ１３のカップリング座部１８は、連結用孔(joining hole)３２を有しているか又
は当該連結用孔３２により形成されている。連結用孔３２は、好ましくは円状であるか、
あるいは、いずれにせよ円周内である。連結用孔３２（図６）の直径または当該連結用孔
３２内の前記円周の直径は、コーキング後のリベット２６の軸部２６ａの直径に略等しい
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。
【００６７】
　図６に示すように、リベット２６は、連結用孔３２と貫通孔２９との両方に挿入されて
おり、かつ、コーキング後は、ロータ１３のカップリング座部１８のための軸方向ショル
ダー部として及びキャリア１４のカップリング座部２４のための軸方向ショルダー部とし
てそれぞれ機能する両側の２つのヘッド部２６ｂを有し、ロータ１３とキャリア１４とが
軸方向に相互に並進(reciprocal translation)するのを防ぐ。
【００６８】
　図７に示す本発明の代替的な一実施形態では、ロータ１３のカップリング座部１８が、
上記のような連結用孔３２を有さずに、既述した貫通孔２９と同じ構成の貫通孔２９を有
しているか又は当該貫通孔２９により形成されている。
　この実施形態（貫通孔２９がロータ１３のカップリング座部１８を形成している場合に
は、当該貫通孔２９の全ての構成が、ロータ１３のカップリング座部１８の構成であると
して直接言及することができる）では、さらに、キャリア１４のカップリング座部２４が
、貫通孔２９を有し得る（又は当該貫通孔２９により形成され得る）か、あるいは、（前
述した種類の）連結用孔３２を有し得る（又は当該連結用孔３２により形成され得る）。
　どちらの場合であっても、第１の基準軸心Ａ１に沿った並進可能拘束度がいずれにせよ
確保される。
【実施例】
【００６９】
　試作試験時に、寸法、カップリング座部及び連結アームの数、材料ならびに厚さが同一
である非フローティング型の２つのブレーキディスクを比較した。一方のブレーキディス
クは、ロータのカップリング座部とキャリアのカップリング座部との間のどの拘束も並進
自由度を有さない（以降、従来のブレーキディスクと称する）のに対し、他方のブレーキ
ディスクは、ロータのうちの全てのカップリング座部とキャリアのうちの全てのカップリ
ング座部との間の拘束が（前述の説明に従って）並進自由度を有する（以降、本発明にか
かるブレーキディスクと称する）という点のみで相違する。
【００７０】
　試作試験時には、それぞれのブレーキディスクが、当該ブレーキディスクの回転軸心回
りに回転されて、かつ、同じ制動力で急制動された（２つのブレーキディスクの回転速度
及び停止時間は同一とした）。
　各々の制動トラックには、当該制動トラックの、開始軸方向位置からの軸方向シフトを
測定するための軸方向位置トランスデューサ（感知レバー）が配置された。
　試作試験では、制動時における従来のブレーキディスクの制動トラックの、変形前の軸
方向位置を中心とした発振量（約０．７ミリメートル）が、本発明にかかるブレーキディ
スクの発振量（約０．１ミリメートル）よりも大きくなった。発振の周波数は、双方のブ
レーキディスクで実質的に同一であった。
　制動が完了すると、双方のブレーキディスクが変形前の位置を取り戻した。
　従来のブレーキディスクは変形前の状態を取り戻すのに約４５秒かかり、本発明にかか
るブレーキディスクは変形前の状態を取り戻すのに約３秒かかった。
【００７１】
　試験条件を下り走行時の競走用自転車の実使用に関連付けると、従来のブレーキディス
クを装備した自転車は、制動トラックの変形前の状態を取り戻すまでに約５０メートル走
行する（その間、当該制動トラックはブレーキパッドに対して不所望の滑りを生じる）の
に対し、本発明にかかるブレーキディスクを装備した自転車は、約４メートルしか走行し
ない（制動トラックの、ブレーキパッドに対する不所望の滑り作用が明らかに減少する）
と推定された。
【００７２】
　当然ながら、当業者であれば、その時々の要件や偶発的な要件を満足するために、本発
明にかかる自転車用のブレーキディスクに様々な変更や変形を施すことが可能であり、い
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ずれにせよこれら変更や変形の全ては添付の特許請求の範囲により定まる保護範囲に含ま
れる。

【図１】 【図２】
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